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2023年３月 27日 

各  位 

会 社 名 株式会社 東芝 

東京都港区芝浦１－１－１ 

代表者名 代表執行役社長 CEO 島田 太郎      

(コード番号：6502 東、名) 

問合せ先 執行役員 

コーポレートコミュニケーション部長 

                        石山 一可 

Tel 03-3457-2095 

 

（訂正）「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に

関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2023年３月 23日に開示いたしました「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付

けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ」において、ディスクレーマ―の記載内容

の一部に下記のとおり誤りがありましたので訂正いたします。訂正箇所には下線を付して

表示しております。 

 

記 

 

【訂正内容】 

５９ページから６０ページ 

（訂正前） 

【米国規制】 

本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を順守し

て実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは

必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年証券取引所法（Securities Exchange 

Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国 1934 年証券取引所法」といいます。）

第 13 条(e)又は第 14 条(d)及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用され

ず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本文書に含ま

れる全ての財務情報は国際会計基準（IFRS）に基づいており、米国の会計基準に基づ

くものではなく、したがって米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、当社

及び公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員が米国外の居住者であるた
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め、米国の証券関連法を根拠としてこれらの者に対して権利行使又は請求することが困

難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法

人又はその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない

可能性があります。さらに、米国外の法人又はその役員について米国の裁判所の管轄が

認められるとは限りません。 

 

（訂正後） 

【米国規制】 

本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を順守し

て実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは

必ずしも同じではありません。特に米国 1934年証券取引所法（Securities Exchange 

Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国 1934年証券取引所法」といいます。）

第 13条(e)又は第 14条(d)及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用され

ず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本文書に含ま

れる全ての財務情報は米国の財務情報と同等の内容とは限りません。また、当社及び公

開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員が米国外の居住者であるため、米

国の証券関連法を根拠としてこれらの者に対して権利行使又は請求することが困難とな

る可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又は

その役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性

があります。さらに、米国外の法人又はその役員について米国の裁判所の管轄が認めら

れるとは限りません。 

 

訂正後の「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明

に関するお知らせ」については、当社ホームページに掲載いたします。 

 

以 上 


